
京 都 大 学 危 機 管 理 規 程 施 行 細 則 新 旧 対 照 表 

改   正   前 改   正   後 

（前 略） 

（地震等の場合の危機レベル） 

第５条 本学の構内又は施設で地震等が発生した

場合は、規程第８条第１項の規定にかかわらず、

危機レベルは次の各号のとおりとする。なお、危

機の状況が当該危機レベルにより難い場合は、規

程第８条第２項の定めに基づき、危機レベルの変

更を行うものとする。 

(1) 地震 次表の地域で観測された計測震度に

応じて、危機レベルを決定する。 

 

(2) 放射線施設等での災害 

 放射線施設等 

レベル２ 火災及び事故等 

（後 略） 

 

 京都市又は 

宇治市域 

隔地施設の 

所在地域 

レベル２ ５強 ６弱以上 

レベル３ ６弱 － 

レベル４ ６強以上 － 

 

（地震等の場合の危機レベル） 

第５条 （同 左） 

 

 

 

 

 

(1) 地震 次表の地域で観測された震度に応じ

て、危機レベルを決定する。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) その他の災害 

レベル２ 
死者又は負傷者３名以上の火災並び

に放射線施設等での火災及び事故等 

 

附 則 

この細則は、令和２年６月１日から施行する。 

 

 

（同 左） 


